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第１ 指定管理者制度について 

 

 １ 指定管理者制度の概要  

   平成１５年９月に施行された地方自治法の一部を改正する法律により、公の施設の

管理について、多様化する住民ニーズにより効果的、効率的に対応するため、受託者

の範囲を公共団体等に限定してきた従来の考え方を転換し、民間事業者等を含めた団

体を指定管理者として指定することにより、その適正な管理を確保しつつ、住民サー

ビスの向上や経費の節減等を図ることを目的とする指定管理者制度が導入された。こ

れにより公の施設は、直営又は指定管理者による管理のいずれかの方法によることと

なった。  

   指定管理者制度の主な内容は、次のとおりである。  

 

(1) 従来の設置者と受託者との間の契約による管理の委託・受託という関係をやめて、

設置者が管理を委ねるにふさわしい法人その他の団体（以下「団体」という。）を

指定し、行政処分の性質をもつその指定を受けた管理者に公の施設の管理を包括的

に委ねること。  

(2) 指定管理者の範囲については、公共団体、公共的団体、地方公共団体が出資して

いる法人に限ることなく、広く民間事業者等も含めた団体とされたこと。  

(3) 指定管理者は、設置者から広範囲な管理権の委任を受けて公の施設の管理を設置

者に代わって管理やサービスを代行する主体となり、行政処分の性質をもつ使用許

可を行うことができること。  

(4) 公の施設は、地方公共団体が設置し、広く住民の利用に供すべき施設であること

から公共性を担保するため、地方公共団体の長の指定管理者に対する指示、指定  

取消、業務停止命令、不服申立ての審理、裁決等の監督権を認めたほか、監査委員

による監査の対象となること。  

(5) 指定管理者に係る指定手続、管理の基準、業務の範囲、利用料金の基準等につい

てはすべて条例に委ねられたこと及び指定管理者に管理を委ねる公の施設の名称、

指定管理者となる団体の名称、指定の期間等については議会の議決が必要となるこ

と。 
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※ 公の施設とは 

地方自治法（以下「法」という。）第２４４条第１項において「住民の福祉を増進

する目的をもってその利用に供するための施設」と定義され、次の要件を満たすもの

である。  

 

・ 住民の利用に供するためのもの 

・ 当該地方公共団体の住民の利用に供するためのもの 

・ 住民の福祉を増進する目的をもって設置されるもの  

・ 地方公共団体が設置するもの 

・ 施設であること。  

 

 ２ 指定管理者制度と管理委託制度の相違  

   指定管理者制度と管理委託制度との主な相違点は、次のとおりである。  

 指定管理者制度  管理委託制度  

管 理 者 

・法律上の制限を設けず、民間事

業者等を含めた団体で地方公

共団体が指定するもの  

・地方公共団体が出資している

法人又は公共団体若しくは公

共的団体  

管 理 権 限 等 

・地方公共団体との協定に基づき

指定管理者が管理を代行する。 

・地方公共団体は、指示等を行い、

指示に従わない場合は指定の

取消し等を行う。  

・指定管理者による使用許可が可

能である。  

・地方公共団体との契約に基づ

き、受託者が管理の事務・業

務を執行する。  

・管理権限は、委託者である地

方公共団体が有する。 

・使用許可は、委託できない。  

議 会 の 議 決  
・指定に当たり、議会の議決が必   

 要 
・議会の議決は不要  
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第２ 指定管理者制度の運用 

 

１ 指定管理者制度の導入に当たっての基本的な考え方  

指定管理者制度は、指定管理者に公の施設の使用許可の権限を与えることにより、

より管理の実態に合った管理運営が行えること及び民間事業者等のノウハウが発揮さ

れることにより公の施設の機能のさらなる向上が図れることなど、公の施設の適正な

管理を確保しつつ、住民サービスの向上や経費の削減等のメリットが見込まれるもの

である。  

本市が設置する公の施設については、その設置の目的、実施している事業の内容、

住民の利用状況等を勘案し、指定管理者による管理がより効果的、効率的になると認

められるものについて指定管理者制度を導入することとする。  

 

２ 出資法人等が管理する公の施設の取扱い  

本市が出資している法人及び市の職員が派遣されている団体（以下「出資法人等」

という。）は、当該出資法人等により長年培われた公の施設の管理に関するノウハウが

蓄積されていること、管理業務の遂行に係る機動性等を有していること及び住民の福

祉の増進に寄与していることなど、これまで、行政機能を補完・代替する役割を果た

してきたところである。 

出資法人等はこのような性質を持つものであるが、上記１の基本的な考え方に基づ

き、民間事業者等が当該公の施設をより効果的、効率的に管理運営できると認められ

るものについては、公募により指定管理者の指定の更新を図るものとする。  

ただし、出資法人等を優先的に指定管理者に指定することに合理的な理由がある場

合は、この限りでない。 

 

３ 指定の期間  

指定管理者として指定する期間（以下「指定期間」という。）は、サービスの継続

性の確保、指定管理者のリスクの軽減（機器等の標準リース期間や雇用の安定性の確

保など）及び長期間の指定による弊害の排除などを考慮し、３～５年間を原則とする。  

なお、サービスの継続性等が求められる施設については５年、施設管理を主な業務

とする施設については３年を基本とする。  



 - 4 - 

 

４ 予算の措置  

  指定管理者の指定の議決と同時期に、指定期間全体の管理料について債務負担行為

の設定（上限額の設定）を行うものとする。毎年度、指定管理者に支払う管理料（以

下「指定管理料」という。）は、当該年度ごとにその額を確定し、その支出科目は委託

料とする。  

 

 ５ 使用許可の権限  

法令等に定めがある場合を除き、指定管理者に公の施設の使用許可に係る権限を委

任することにより、当該公の施設の効果的、効率的な管理が図られることが明らかな

ときは、原則として指定管理者にその権限を委任する。  

ただし、使用料の強制徴収（法第２３１条の３）、不服申立てに対する決定（法第

２４４条の４）、行政財産の目的外使用許可（法第２３８条の４第７項）等法令により

地方公共団体の長のみが行うことができる権限については、これらを指定管理者に行

わせることができない。 

 

６ 利用料金制度  

指定管理者が収受した使用料等をいったん市の収入としたうえで、指定管理料とし

て支出する場合と比較して、利用料金制は、会計処理の効率化にもつながることから、

次の基準に該当する施設において、積極的に導入していくこととする。  

(1) 自立的経営（市からの財政支援を受けずに採算が見込まれることをいう。以

下同じ。）が図れる施設、あるいは指定期間内に自立的経営が見込まれる施設

（全部利用料金制）  

 

(2) 自立的経営が図れない施設であっても、指定管理者の自主的な経営努力のイ

ンセンティブを高めることで、施設のより効果的な活用が図られ、相当の収入

増加及び利用促進が期待できる施設（一部利用料金制）  

 

 ７ 指定管理者制度に係る条例の整備  

  (1) 公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例  
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指定管理者の指定の手続等に関し必要な事項を定める通則的な条例として、君津

市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例（平成１７年君津市条例

第１２号。以下「通則条例」という。）を定めている。 

 

  (2) 公の施設の設置及び管理に関する条例  

    指定管理者制度を導入する公の施設の設置及び管理に関する条例については、通

則条例との整合を図り、次の事項を規定する。  

ア 指定管理者による管理（法第２４４条の２第３項）  

     指定管理者に管理を行わせるための根拠を規定する。  

   イ 指定管理者が行う業務の範囲（法第２４４条の２第４項）  

     指定管理者に管理を委ねる業務を具体的に規定する。  

ウ 指定管理者が行う管理の基準（法第２４４条の２第４項）  

     住民が公の施設を利用するに当たっての基本的な条件（開館時間、休館日、使

用の制限等をいう。）や公の施設の適正な管理の観点から必要不可欠である管理

運営の基本となる事項を規定する。  

 

 ８ 管理運営方法の決定  

(1) 仕様書の検討  

    仕様書は、施設の管理運営の効率化や住民サービスの向上が図られ、また、指定

管理者が事業を提案しやすくなるよう、その内容を検討するとともに、募集時にお

いて競争性が発揮されるよう配慮し、作成するものとする。（参考資料１）  

    なお、仕様書に定める事項は、事業の点検や評価等を踏まえ、必要に応じ指定管

理者と協議の上変更するなど、毎年度、見直しを行うものとする。  

仕様書には、概ね次の事項を記載するものとする。  

ア 施設の概要  

イ 開館時間等  

ウ 管理の基準  

エ 業務の範囲  

オ 管理運営体制  

カ 責任分担  
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キ 事故報告及び損害賠償  

ク 指定の取消し等  

ケ 利用料金の取扱い（利用料金制度を採る施設に限る。）  

コ 消費税の適格請求書等保存方式（インボイス制度）への対応  

※利用料金制を導入している施設のみ「コ」について記載してください。  

 

  (2) 指定管理者による提案  

    指定管理者は、仕様書に定められた業務のほか、自らが企画する事業を提案する

ことができるものとし、この提案を市が業務として採用した場合は指定管理業務に

含むことができる。  

    また、指定管理者は、当該公の施設において、指定管理者としてではなく、一団

体として自主的に事業を行うことができるが、当該事業に係る経費は原則として当

該事業を実施する団体として負担し、施設の使用については当該使用に係る使用許

可等が必要となる。  

 

 (3) 指定管理料  

ア 指定管理料の算定   

     指定管理料は、指定管理者との協議により、予算措置の上、毎年度締結する年

度協定において定めるものとする。その算定に当たっては、当該公の施設の設置

目的や特性を踏まえ、運営基準、職員配置、過去の運営実績等を十分精査し、算

定するものとする。  

     なお、市の承認を受け、業務の一部について再委託することにより費用が増額

となる場合は、指定管理者が負担するものとする。  

   イ 指定管理料の精算  

     年度協定で定められた指定管理料に剰余金が生じた場合においては、指定管理

者の経営努力を促す観点から、原則として、当該剰余金を返還させるなど精算を

行わないこととする。  

     ただし、精算をすべき事情がある場合においては、指定管理者と協議の上、こ

れを行うことができる。  

ウ 指定管理料の変更等 
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     指定期間中に、事業計画の変更、自然災害等の発生などやむを得ない事由によ

り指定管理料を見直す必要が生じた場合は、指定管理者と協議の上、これを変更

することができるものとする。  

また、業務の不履行等により指定の取消し等があった場合は、指定管理者と協

議の上、指定管理料の全部又は一部を返還させるものとする。  

 

９ 指定候補者の選定に係る手続 

(1) 指定候補者の選定に当たっての基本的な考え方  

指定管理者の候補者（以下「指定候補者」という。）は、公募による申請を経て

選定することを原則とする。ただし、次に掲げる場合のいずれかに該当するときは、

この限りでない。  

ア  現在指定管理者に指定されている出資法人等を優先的に指定しようとすると  

き。 

イ  民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律（平成１１   

年法律第１１７号）の活用により、一定期間公の施設の管理運営をする者を選定

するとき。  

ウ 専門的かつ高度な技術を有する者が客観的に特定されるとき。  

エ 著しく有利な費用対効果が見込めるとき。  

オ 施設管理上緊急に指定管理者を指定しなければならないとき。  

カ 申請期間が終了しても、申請がなかったとき。  

 

(2) 指定候補者の募集  

   ア 募集の基本的な考え方  

指定候補者の募集は、指定管理者制度の趣旨を考慮し、原則としてその要件（団

体の範囲）を限定しないものとする。 

ただし、公の施設の設置の目的、施設が提供するサービスの専門性、施設の特

殊事情等を考慮し、指定候補者の要件（団体の範囲）を限定することができる。 

 

イ 議員、市長、副市長等の兼業禁止  

指定管理者には、地方自治法上の兼業禁止は適用されないが、選定に当たり、
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より公正性・透明性を確保するという観点から、次に掲げる兼業禁止規定に準じ

た取扱いとし、申請者の資格として、その代表者が市議会議員、市長、副市長で 

ないこと、及び、委員会の委員又は委員（指定管理施設の管理及び運営に直接の  

利害を有さない者を除く。）でないことを要するものとする。ただし、地方自治  

法施行令第１２２条及び第１３３条に規定する出資法人に該当する場合を除く。 

(ｱ) 法第９２条の２ 議員の兼業禁止  

(ｲ) 法第１４２条  長の兼業禁止  

(ｳ) 法第１６６条  副市長の兼業禁止  

(ｴ) 法第１８０条の５  委員会の委員及び委員の兼業禁止   

 

ウ 募集の方法  

指定候補者の募集は、公募によるものとし、広報きみつ、君津市ホームページ

等を利用することにより広く募集する。  

 

エ 募集要項の作成  

指定管理者が行う業務の範囲、管理の基準等に基づき、管理運営を行う上で必

要となる細目について検討し、公募に際して周知すべき項目について、募集要項

を整備するものとする。（参考資料２） 

募集要項には、概ね次の事項を記載する。  

(ｱ) 施設の名称、設置の目的、規模、内容等の施設の概要  

(ｲ) 指定管理者が行う管理の基準  

(ｳ) 指定管理者が行う業務の範囲  

(ｴ) 指定期間  

(ｵ) 管理運営に係る経費 

(ｶ) 使用料の帰属  

(ｷ) 申請者の資格  

(ｸ) 説明会の開催  

(ｹ) 申請時の提出書類、提出先等  

    (ｺ) 申請の無効 

(ｻ) 提案内容及び選定結果の公表についての事前承認 
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(ｼ) 選定基準  

(ｽ) 選定結果の通知等  

(ｾ) 指定管理者の指定等 

(ｿ) 指定の取消し及び業務の全部又は一部の停止 

(ﾀ) 利用料金の取扱い（利用料金制度を採る施設に限る。） 

(ﾁ) 消費税の適格請求書等保存方式（インボイス制度）に関して  

※利用料金制を導入している施設のみ「チ」について記載してください。  

 

オ 公募の期間  

公募の期間は、概ね１か月程度確保するものとする。ただし、特別な理由があ

る場合は、この限りでない。  

 

(3) 指定候補者の選定  

ア 選定委員会及び選考委員会 

  指定候補者の選定に当たっては、全庁的な組織とする選定委員会を設置し、当

該公の施設の指定候補者として選定するものとする。（参考資料３） 

同委員会においては、提出された事業計画書及びヒアリング調査等により、通

則条例等に規定する選定基準等に照らして総合的に判断し、最も適当と認める団

体を指定候補者として選定するものとする。  

     なお、当該公の施設を所管する部等において、選考委員会を設置し（参考資料

４）、同委員会において、提出された事業計画書及びヒアリング調査等により、

通則条例等に規定する選定基準等に照らして総合的に判断し、最も適当と認める

団体を指定候補者として選考のうえ、当該選考団体について、選定委員会におい

て当該公の施設の指定候補者として選定することができるものとする。（参考資

料５、６） 

 

イ 選定基準 

当該公の施設の設置の目的や性質等を勘案し、通則条例等に規定する選定基準

等により客観的な評価を行い、指定候補者を選定するものとする。  

なお、評価の項目としては、経済的安定性、適正な従事者の配置、管理運営の  
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考え方など、財政的能力、人的能力、住民の平等利用の確保が具体的に評価でき

るもの及び住民サービスの向上などが評価できるものを設定するものとする。  

また、提案された施設の管理運営に係る費用の額の評価については、指定期間

全体の額で評価するものとする。  

 

※ 評価項目の例  

(ｱ) 団体の理念及び姿勢 

(ｲ) 施設管理への熱意や意欲  

(ｳ) 団体の安定性及び継続性  

(ｴ) 団体運営の透明性及び公正性  

(ｵ) 団体の運営実績  

(ｶ) 施設の効率的、効果的な運営に関する取組  

(ｷ) 施設の管理運営に係る費用の額 

(ｸ) 施設管理の安全性確保に関する取組  

(ｹ) 施設利用者への対応 

(ｺ) 団体に属する職員の育成  

(ｻ) 個人情報の保護に関する取組  

    (ｼ) 情報の公開に関する取組  

 

ウ 選定基準点  

     上記の委員会開催に当たって、あらかじめ、審査の結果指定候補者として選定

することができる基準点（選定の適否を判断するための最低基準点）を定めてお

くものとする。（参考資料６）  

     選定基準点は、採点における配点の合計点の６割に相当する点を基本として定

め、委員全員の合計点がこれに満たない場合は、再度、選定に係る手続を実施す

るなど適切に対応するものとする。  

 

エ 選定の通知  

指定候補者の選定を行ったときは、速やかにその結果を申請したすべての団体

に通知するものとする。（参考資料７）  
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なお、選定の結果「選定しない」という行為は、処分性を有しないものであり、

行政不服審査法（昭和３７年法律第１６０号）に基づく不服申立ての対象とはな

らない。  

 

   オ 結果の公表  

     選定の通知後に、公の施設を所管する課等の窓口において選定結果が閲覧でき

るよう対応するとともに、指定に係る議会の議決後に、君津市ホームページへ掲

載するものとする。  

     公表する内容は、申請団体の資格の有無や採点結果等をまとめたものとする。

（参考資料８）  

 

１０ 指定管理者の指定に係る議会の議決  

   選定された指定候補者を指定管理者として指定するに当たっては、事前に議会の議

決を経なければならない。（法第２４４条の２第６項）  

   議決事項は、公の施設の名称及び位置、指定管理者となる団体の所在地、名称及び

代表者並びに指定期間等とする。（参考資料９） 

 

 １１ 指定管理者の指定  

指定管理者の指定に係る議決を経た後に、行政処分として当該指定候補者を指定管

理者に指定するものする。 

指定管理者の指定を行ったときは、速やかにその旨を告示するとともに（参考資料

１０）、指定管理者となる団体に通知するものとする。（参考資料１１） 

 

１２ 指定管理者との協定の締結  

(1) 基本協定の締結  

指定管理者の指定の日から指定管理者としての業務の開始日までの間に、次の事

項について基本協定を締結するものとする。（参考資料１２） 

ア 施設の概要  

イ 指定管理者の責務  

   ウ 指定期間  
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   エ 管理運営に係る業務等 

   オ 市が支払うべき管理費用  

   カ 事業計画書及び事業報告書の提出  

   キ 事故及び損害の賠償  

ク 指定の取消し及び業務の全部又は一部の停止 

   ケ 個人情報の保護  

コ 情報の公開 

サ 第三者への委託  

   シ その他必要な事項 

 

(2) 年度協定の締結  

指定期間における当該年度ごとに、次の事項について年度協定を締結するものと  

する。（参考資料１３） 

ア 年度協定の期間  

イ 指定管理料  

ウ その他必要な事項  

 

１３ 管理運営のモニタリング  

 (1) モニタリングの基本的な考え方  

   管理運営のモニタリングとは、施設の管理及び運営に関し、協定に従い適正かつ

確実なサービスが提供されているか、サービスの安定的・継続的な提供が可能であ

るかなど業務遂行の監視に加え、定期的な評価等や事業報告の評価を経て、必要に

応じて改善の指導等を行い、業務の見直しや事業計画等への反映に繋げる仕組みを

いう。 

モニタリングの流れは、モニタリングフロー（別図）のとおりとする。  

 

 (2) モニタリングの方法  

  ア 業務報告  

    指定管理者は、施設の利用状況や収入の実績のほか、管理運営の遂行状況につ

いて日報及び月報を作成し、自ら評価を行い、市から提出を求められた場合は速
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やかに提出する。 

    市は、業務報告を適宜確認し、業務遂行の確認を行い、必要に応じて業務改善

の指導を行うものとする。  

 

  イ 利用者アンケートの実施  

    利用者の意見や要望のほか、満足度を把握するため、指定管理者の費用により  

アンケート（年度に１回程度）を実施する。なお、結果について自ら評価を行い、

施設に掲示するほか、市に提出する。 

 市は、アンケートの内容から利用者の意見や要望、満足度等を把握し、必要に

応じて業務改善の指導を行うものとする。  

 

  ウ 実地調査及びヒアリング  

    市は、定期又は随時に、施設への実地調査や指定管理者へのヒアリングを実施

し、業務遂行の確認を行い、必要に応じて業務改善の指導を行うものとする。  

     

  エ 事業報告及び事業評価  

(ｱ) 事業報告書及び事業評価書の作成 

指定管理者は、毎年度終了後３０日以内に、施設の管理業務に関し事業報告

書を作成し、市に提出する。（法第２４４条の２第７項）（参考資料１４）  

また、併せて、事業評価書を作成し、市に提出する。  

    (ｲ) 事業報告書及び事業評価書の確認 

市は、提出された事業報告書及び事業評価書について、必要に応じて実地又

はヒアリングにより、施設の利用状況、管理業務の実施状況、管理に要した経

費、収支状況等を調査し、適正な事業報告がされているか審査するとともに、

年次の業務遂行の確認を行うものとする。  

(ｳ) 事業評価の実施  

      市は、事業報告書及び事業評価書や業務遂行の確認に基づき、指定管理者に

よる管理運営の効果等について検証するとともに、業務の見直し及び事業計画

等への反映に資するため、施設ごとに事業評価書にて評価するものとする。  

      事業評価の結果は、指定管理者に通知するとともに、必要に応じて業務改善
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の指導を行うものとする。  

 

 (3) モニタリング結果の活用  

    ア 業務の見直し及び事業計画等への反映 

    指定管理者及び市は、モニタリングにより把握された課題や問題点等について、

業務の見直しや事業計画等への反映に努めるものとする。  

 

  イ 公表 

    市は、年度終了後に作成した事業評価書について、取りまとめの上、君津市ホ

ームページへ掲載するものとする。  

 

   ウ 改善指示及び指定の取消し等  

     市が指定管理者に対し業務改善の指導をしても改善が認められない場合は、改

善指示書（参考資料１５）により改善計画書（参考資料１６）の提出と改善報告

書（参考資料１７）による報告を求めるものとする。（法第２４４条の２第１０

項） 

     また、改善指示に従わないときその他当該指定管理者による管理を継続するこ

とが適当でないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の

業務の全部若しくは一部の停止を命ずるものとする。（法第２４４条の２第  

１１項）（参考資料１８、１９）  
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指定管理者 市

（必要に応じ）提出

　業務遂行の記録 （必要に応じ）指導 　業務遂行の確認

　自己評価の実施・改善

提出

定 　年度に１回程度 （必要に応じ）指導 　意見・要望の把握

期 　結果の自己評価・掲示 　満足度の把握

・ 報告

随

時

　管理運営への反映・改善
（必要に応じ）指導 　定期・随時の

　業務遂行の確認と評価

提出

　業務の実施状況 （必要に応じ）指導 　年次の業務遂行の確認

年 　経費の収支状況

度 提出

終

了

後 　業務の見直し （必要に応じ）指導

　事業計画への反映

　

　　       改善指示及び指定の取消し等

自己評価の実施 事業評価の実施

評価結果の公表

　　  市

　　　上記により業務改善の指導を

　　　　しても改善が認められない場合

⇒　改善指示書

    　地方自治法第２４４条の２第１０項

　　　　指定管理者

　改善策の実施

  ⇒  改善計画書の提出

       改善報告書による報告

　　　　　　市

改善が認められない場合

  　⇒  指定の取消し

　　 　業務の停止

  地方自治法第２４４条の２第１１項

利用者アンケートの実施 利用者アンケートの確認

業務の見直し

事業計画への反映
実地調査・ヒアリング

事業報告書

　地方自治法第２４４条の２第７項
事業報告書の確認

月

別図

　　　　管理運営のモニタリングフロー

毎 業務報告(月報等)の作成 業務報告の確認

 


